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本学では、教職課程を教員免許課程と称しており、自己点検・評価報告書本文においては「教員免許

課程」と記述する。 
【自己評価】については、A・B・C の 3 種類とする。A は「適切に実施されている」、B は「概ね適

切に実施されているが、不十分な点がある」、C は「改善の必要がある」を意味する。 
 
１ 本学が設置する教員免許課程 

本学は、単一の学部（音楽学部）からなる大学である。音楽学部は演奏学科および音楽総合学科で

構成され、両学科とも文部科学大臣の「教職課程認定」を受けている。教育職員免許状の種類は、中

学校教諭一種免許状（音楽）・高等学校教諭一種免許状（音楽）であり、武蔵野音楽大学学則 第 5
条、第 15 条、第 18 条に規定されている。 

 
【資料】 
１-１教育研究情報「2.教育研究上の基本組織、教育研究実施組織」 
https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/education 
１-２武蔵野音楽大学学則 
https://www.musashino-music.ac.jp/guide/policy 
 
２ 自己点検・評価の観点 
① 教育理念・学修目標 
［大学全体レベル］［学科等レベル］ 
１）教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の策定状況 
【自己評価】A 

教員養成の理念・目標については、教育方針である「音楽芸術の研鑽」と「人間形成」に基づき、

高度な専門教育と幅広い一般教育を行い、専門的な知識・技能とともに、建学の精神である「〈和〉

のこころ」と豊かな人間性を備えた教育者を育成するものとし、各自の専攻領域に関する学修を通し

て培った高度な専門的知識・技能に併せて、「免許法施行規則に定める科目（以下「教職科目」とい

う）」の系統的な学修を通して教育に関する専門的知識・能力を身に付けさせ、教育に対する理解と

情熱、実践的な指導力と豊かな人間性を備えた教員の育成を図るものと設定している。 
さらに、音楽教育者の養成を主たる目的とする音楽総合学科音楽教育コースでは、ディプロマ・ポ

リシー（卒業認定・学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）、アド

ミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）の 3 つの方針と音楽教育者の養成の目標および当該目

標を達成するための計画とが意識され設定されている。 
以上は下記資料に示すとおり音楽学部全体の教員養成の目標および目標を達成するための計画を具

体的かつ明確に設定されており、本学公式ウェブサイトで公表されている。 
 
【資料等】 
①-１教員養成の理念 
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①-２教員免許課程の各年次における目標 

①-３取得可能な免許状  

①-４教員免許課程の各年次における目標を達成するための計画 
以上は教育免許課程に関する情報／教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画にて公表 

https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
①-５ディプロマ・ポリシー  
https://www.musashino-music.ac.jp/graduate/department1/diploma_policy  
①-６カリキュラム・ポリシー 
https://www.musashino-music.ac.jp/graduate/department1/curriculum_policy  
①-７ アドミッション・ポリシー 
https://www.musashino-music.ac.jp/graduate/department1/admission_policy 
 
２）教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の策定プロセス 
【自己評価】A 

教員養成の理念・目標および当該目標を達成するための計画の策定プロセスは「①教育理念・学修

目標」で詳述した内容を踏まえ、本学が所在する東京都教育委員会が策定する「東京都公立学校の校

長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標」を考慮して策定している。これらの計画の策

定にあたっては教員免許課程の適切な運営を図るために設置されている教員免許課程委員会と当委員

会事務を所管する学務部が中心となり取り組むプロセスとなっている。 
 
【資料等】 
①-８東京都教育委員会ホームページより抜粋 
東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標  
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/02/16/documents/03_02.pdf 
①-９教員免許課程委員会規則  
本報告書 14 ページ参照 
 
３）教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の見直しの状況 
【自己評価】A 

教員免許課程の履修を希望する学生に対して、入学時のオリエンテーションにおいて教員免許課程

の理念やカリキュラムについて説明し、学生は教職科目および実習等の学修成果を第 1 年次より半期

ごとに「教員免許課程履修カルテ」に記入し、教員免許課程担当教員が随時点検を行い、学修状況の把

握と以後の指導に活用している。 
教員免許課程委員会では、今後すみやかに「教員免許課程履修カルテ」の電子化を進め、学生および

教職員間の情報の共有がより円滑に行えるよう努めていく。これに加えて、「学生による授業評価アン

ケート」（以下「授業評価アンケート」という）や、教員免許課程の履修状況、教育実習や介護等体験

の実施状況等から得た課題および社会情勢や教育環境の変化等への対応を踏まえた自己点検・評価を 
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行い改善に努めていく。 
以上のように一人一人の学生が教員免許課程での学修を通じて得た自らの学びの成果や自己点検・

評価の結果、社会情勢や教育環境の変化等を踏まえた適切な見直しが行われている。 
 
【資料等】 
①-10 教員免許課程履修カルテ 
 
② 授業科目・教育課程の編成実施 
［大学全体レベル］ 
１）複数の教員免許課程を通じた授業科目の共通開設など全学的な教育課程の編成状況 
【自己評価】A 

大学全体の教育課程、授業の運営、試験および学業成績に関する事項については、学務部が把握し

ている成績や教育課程の状況等の、さまざまなデータを基に、学長・各部館長・学科長・コース長等

で構成された「学務委員会」で審議を行っている。 
「免許法施行規則に定める科目」の音楽の実技は、演奏家（プロフェッショナル）である演奏学科

の教員が責任を負って担当している。一方、音楽史、音楽理論、音楽教育等はそれぞれの研究分野の

専門家である音楽総合学科の教員が責任を負って担当している。このように、演奏学科および音楽総

合学科における共通開設の授業科目では、学科の強み、特色ならびに教員の専門性を活かした指導が

適切に行われている。 
 
【資料等】 
②-１学務委員会規則 
本報告書 15 ページ参照 
②-２教育職員 
https://www.musashino-music.ac.jp/graduate/teacher 

 
２）教員免許課程の授業科目の実施に必要な施設・設備の整備状況 
【自己評価】A 

教員免許課程の模擬授業等の実施に必要な関連図書および資料等は、武蔵野音楽大学図書館および

音楽教育研究室に整備されている。図書館は、大学の教育研究に関わる学術情報の体系的な収集・管

理・整理・保管に加えて、教育研究活動および学修支援に直接関与している。学生・教員による利用

の活性化を企図して、キャンパスの中央に位置し、機能別に 3 層にゾーニングされ多様な学修スタイ

ルに柔軟に対応する学修・研究空間である。1 階の「メインフロア」は、新刊図書、雑誌、新聞をは

じめ、利用頻度の高い音楽書を配架している。2 階の「サイレントフロア」は、参考図書、一般書、

学術論文および視聴覚ソフトが並ぶ開架書架エリア、個人・ペア視聴席と AV ルームからなる AV エ
リアで構成されている。地下 1 階のグループ学修室も備えた「アクティブフロア」は、授業の事前準

備学修・授業・事後展開が実現できる、知の集積および交流の拠点として機能している。 
楽器については、すべての一般教室に模擬授業を行う際に必要となるグランドピアノが設置され、
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常駐する調律師が定期的にメンテナンスを行っている。管楽器、打楽器、弦楽器についても各種、多

数の楽器を備えており、箏や三味線などの我が国の伝統的な楽器も常時授業で使用されている。 
ICT（情報通信技術） 機器は、情報機器操作室に 37 台、DTM（Desktop Music）演習室に 16

台、合計 53 台のオンライン授業に対応したパソコンが設置されており、Microsoft の Office 系ソフ

ト、楽譜作成ソフトをはじめ、音楽関連のソフトウェアや周辺機器を完備している。前述の情報機器

操作室では「コンピュータ・リテラシー（免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目）」の授業を実施

している。一般教室においても視聴覚機器と通信環境を完備し、すべての教室でオンライン授業を実

施することが可能である。 
以上のように教員免許課程の教育を行う上での施設・設備は、適切に整備されている。 

 
【資料等】 
②-３図書館 
https://www.musashino-music.ac.jp/guide/facilities/library 

 
［学科等レベル］ 
１）教育課程の体系性 
【自己評価】A 

本学公式ウェブサイトの「教育職員免許法施行規則第 22 条の 6 の定めにより公表する教員の養成

の状況についての情報」に詳しく記載し、公表しているとおり「法令及び教員の養成の目標」および

「当該目標を達成するための計画」と対応し、必要な授業科目が開設され適切な役割分担が図られて

おり、教員免許課程以外の科目との関連性は適切に確保している。 
 
【資料等】 
②-４教員の養成の状況 
https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
 
２）ICT の活用指導力など、各科目を横断する重要な事項についての教育課程の体系性 
【自己評価】A 

教員として身に付けることが必要な ICT 活用指導力の全体像に対応して各科目間の役割分担が適切

に図られるよう、文部科学大臣の「教職課程再課程認定」を受ける際、および変更届の提出の際に

「教職課程コアカリキュラム」と授業の到達目標や学修量が適切な水準となっているか等について確

認しており、その体制は現在も継続している。 
 
３）キャップ制の設定状況 
【自己評価】A 

本学のキャップ制は武蔵野音楽大学学部規則に次のとおり定め、有効に機能している。 
第 3 条 
1 科目・単位が特定の年次に偏重することにより、過剰な授業科目数の履修を防ぎ、学生の充実し
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た学修時間を確保するため、履修登録単位数に上限を年間 40 単位とする（第 1 年次は 41 単

位）。 
2 履修登録単位数の上限に教員免許課程の単位（教職科目）、学芸員課程の単位、追再履修科目の

単位、集中授業の単位は含まないものとする。 
3 各年次において GPA 値が 3.4 以上の者は、翌年度の履修登録単位数の上限を 44 単位まで緩和す

るものとする。 
 
４）教育課程の充実・見直しの状況 
【自己評価】A 

学修成果や自己点検・評価の結果等を踏まえて充実を図り、適切な見直しを行うにあたり、直近の

例のとおり以下のように取り組んでいる。 
令和 5 年度教員免許課程委員会で介護等体験の履修条件として修得すべき授業科目について以下の

とおり審議し、見直しを図った。 
(1) 介護等体験の履修条件と学修成果の現状 

現在本学では介護等体験（第 3 年次）の履修条件として、第 1,2 年次開講の「音楽科指導法

Ⅰ」「教育原理」「教師論」「教育心理学」「特別支援教育」「生徒指導論」の単位を修得している

ことを条件としているが、単位未修得者が 24.7％に上り、当該学生は介護等体験が第 3 年次では

なく第 4 年次に繰り下がることとなった。 
(2) 履修条件の適切な見直し 

介護等体験は特別支援学校で行うことから「特別支援教育」については「単位修得済み」を履

修条件として残す。ただし、他の 5 科目は履修条件から除外する。 
この見直しにより、所定の学年（第 3 年次）で介護等体験ができなくなる学生は大幅に減ると

見込める。ただし、教育実習の履修条件は、第 3 年次までに開講の教職科目は現行どおりすべて

修得する必要がある。 
 
【資料等】 
②-５教員免許課程委員会議事録（令和 5 年 7 月 29 日） 
 
［授業科目レベル］ 
１） 個々の授業科目の到達目標の設定状況 
【自己評価】A 

個々の授業の到達目標およびテーマについてはシラバスにおいて明示し、シラバスには法令、教員

の養成の目標および当該目標を達成するための計画、学習指導要領および教職課程コアカリキュラム

に対応した内容が記載されている。 
 
【資料等】 
②-６シラバス 
https://www.musashino-music.ac.jp/for/students 
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２） シラバスの作成状況 
【自己評価】A 

学生が教育課程全体を俯瞰し計画的に履修できるように配慮し、全ての授業科目に「科目ナンバ

ー」を付番している。また、各科目の学修段階や履修順序を体系的に整理した「カリキュラムツリ

ー」と、ディプロマ・ポリシーで示す能力を身に付けるために寄与する科目を示した「カリキュラム

マップ」もシラバス関連サイトに掲載している。シラバスには、授業科目ごとの「科目ナンバー」に

加え、「授業の到達目標及びテーマ」「授業の概要」「授業内容」「予習・復習等の内容・それに必要な

時間」「課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法」「学生に対する成績評価の方法・

基準」、シラバス関連サイトは「学位授与の方針との関連」や単位認定基準、成績評価基準等を明確

に記載している。このシラバスおよび関連サイトは本学公式ウェブサイトに掲載し、学内外に周知し

ている。 
 
【資料等】 
②-６シラバス 
https://www.musashino-music.ac.jp/for/students 
 
３）アクティブ・ラーニングや ICT の活用など新たな手法の導入状況 
【自己評価】A 

授業科目の特性や到達目標に応じ、講義、演習、実習および実技による授業を実施する際に、グル

ープワーク、ディスカッション、プレゼンテーションおよび ICT 機器の活用を含む多様な学修方法を

導入し、多様な学びをもたらす工夫が行われている。 
 
【資料等】 
②-６シラバス 

https://www.musashino-music.ac.jp/for/students 
 
４）個々の授業科目の見直しの状況 
【自己評価】A 

学校教育法に基づく自己点検・評価の一環として、実技科目（個人レッスン）とクラス授業に区分

して、「授業評価アンケート」を実施している。「授業評価アンケート」は、「FD 委員会」が実施

し、「自己点検・評価委員会」に報告される。各授業の集計結果は授業担当の各教員に通知され、教

員は、結果を分析し、授業改善向上計画書を作成する。さらに部会長が各部会に所属する教員の作成

した改善向上計画書を確認し、部会※としての所見を示すことにより適切な見直しが行われ、本学の

教育内容・方法の改善・向上を図っている。 
 

※部会：教育に関する必要な事項を討議し、円滑な管理運営を図るため、専任兼任を問わず、クラ

ス授業・個人レッスンを担当する全教員によって構成される 14 の「部会」がある（有鍵
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楽器部会、ピアノコラボレイティヴアーツ部会、管楽器部会、打楽器部会、弦楽器部会、

声楽部会、ヴィルトゥオーゾ部会、作曲部会、音楽学部会、音楽教育部会、アートマネジ

メント部会、ソルフェージュ部会、指揮部会、共通教育（教養・外国語・体育）部会）。 
 
【資料等】 
②-７授業評価アンケート集計結果 
https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/etc_information 
 
５）教職実践演習及び教育実習等の実施状況 
【自己評価】A 

教育実習校訪問、教育実習、介護等体験については、学務部学生課が実習を行う学校や施設等と連

絡を取りながら実施時期を調整し、実施している。第 2,3 年次については、教員免許課程の諸科目に

おける講義や模擬授業を通じて、実践上の課題を認識し、共有している。教育実習事前指導では講義

や講話等を通じて教育実習全般に渡る事柄についての理解を深め、教職に対する意識を高めている。

教育実習後、学務部学生課にて面談を実施した上で「教育実習報告書」を作成し、自己の課題を認識

させている。また、教職実践演習の授業を通して教育実習、介護等体験を含む教員免許課程全般の振

り返りを行っている。本学では従前より教職員が全ての教育実習校を訪問し、実施状況等を学務部学

生課へ報告している。さらに教育実習校訪問報告会および研修会を開催し、当該年度の状況について

情報共有を行い、改善を図るよう努めている。 
以上のように教員免許課程において特に重要な役割を果たす教職実践演習、教育実習は、事前指

導・事後指導を含め、大学の主体的な関与の下で適切に行われている。 
 

【資料等】 

②-６シラバス 
https://www.musashino-music.ac.jp/for/students 
②-８「教育実習の手引き」 
②-９「教育実習校訪問」と「教育実習校訪問報告会及び研修会」 
教員の養成の状況／教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組 
https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
 
③ 学修成果の把握・可視化 

［大学全体レベル］ 
１）成績評価に関する全学的な基準の策定・公表の状況 
【自己評価】A 

成績評価基準と授業科目ごとに定められている到達目標の達成水準との関係等については明らかに

されており、本学公式ウェブサイトに公表している。 
 

【資料等】 

③-１教育情報公表「6.学修の成果に係る評価基準」  

https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/education 
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［学科等レベル］ 
１）成績評価に関する共通理解の構築 
【自己評価】A 

同一名称の授業科目を複数の教員が分担して開講している教職科目は担当教員同士で常に連携し、

成績評価の平準化を図っている。特にシラバス作成時は、音楽教育コース長が責任をもって統括する

ことにより、成績評価に関する共通理解の構築に努めている。 
 
２）教員の養成の目標の達成状況（学修成果）を明らかにするための情報の設定及び達成状況 
【自己評価】A 

教員の養成の目標の達成状況を明らかにするための情報については、本学公式ウェブサイト「教員

の養成の状況」で毎年公表されている。 
学生が第 1 年次より半期ごとに継続して記入する「教員免許課程履修カルテ」は、第 4 年次の教職

実践演習の履修の際に活用されるとともに、教員免許課程全体を総括するものとして担当教員により

評価が行われる。 
 

【資料等】 

③-２教員免許課程履修カルテ  

③-３教員の養成の状況 

https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
 
［授業科目レベル］ 
１）成績評価の状況 
【自己評価】A 

7 ページ「成績評価に関する全学的な基準の策定・公表の状況」に記載のとおり、成績評価基準と

授業科目ごとに定められている到達目標の達成水準との関係等については明らかにされており、本学

公式ウェブサイトに公表している。さらに公正で透明な成績評価という観点から達成水準を測定する

ために以下の手法を用いている。「免許法施行規則に定める科目」のうち「器楽・声楽」の実技試験

は原則として 10 人程度の教員が 100 点法（5 点刻み）で採点し、最高点と最低点を除外した上での

得点の平均値とすることにより、公平性や公正性を担保している。そして、その集計結果をもって、

成績評価基準に基づき合否を判定する。クラス授業科目では、シラバスに示した授業科目ごとの成績

評価の方法（定期試験等）により、成績評価基準に沿って総合的に判断して 100 点法で採点し、評価

している。 
 
【資料等】 
③-１教育情報公表「6.学修の成果に係る評価基準」  

https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/education 
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④ 教職員組織 
［大学全体レベル］［学科等レベル］ 
１） 教員の配置の状況 
【自己評価】A 

教職課程認定基準（平成 13 年 7 月 19 日文部科学省教員養成部会決定）で定められた必要専任教員

を配置している。全学の協力のもとで教員免許課程の改善・充実に積極的に取り組み、大学としての

資源・機能を活かしたより質の高い教員養成の充実・発展に資することを目的として教員免許課程委

員会を 2017 年度から設置している。 
 
【資料等】 
④-１教員免許課程における専任教員数 
https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
 
２）教員の業績等 
【自己評価】A 

担当授業科目に関する研究実績の状況、担当教員の学校現場等での実務経験の状況等については、

武蔵野音楽大学学術リポジトリに業績を登録し、本学公式ウェブサイトの「音楽学部・大学院 指導

陣紹介」「教職に関する授業科目及び担当教員」にて公表している。武蔵野音楽大学学術リポジトリ

は、武蔵野音楽大学の教育・研究活動において作成された学術的成果物および本学が所蔵する学術コ

ンテンツを電子的形態で収集・蓄積・保存し、学内外に無償で提供するための電子アーカイブであ

る。なお、武蔵野音楽大学学術リポジトリは、国立情報学研究所（NII）が提供する JAIRO Cloud
（共用リポジトリサービス）を利用している。 

 
【資料等】 
④-２武蔵野音楽大学学術リポジトリ 
https://musashino-music.repo.nii.ac.jp/?page=1&size=20&sort=controlnumber 
④-３音楽学部・大学院 指導陣紹介 
https://www.musashino-music.ac.jp/graduate/teacher/guest 
④-４教職に関する授業科目及び担当教員 
https://www.musashino-music.ac.jp/application/files/4316/9136/9270/3_.pdf 
 
３）職員の配置状況 
【自己評価】A 

教員免許課程を適切に実施するため事務組織として学務部を設け、必要な職員数を配置している。

教員免許課程委員会は、必要に応じて、委員以外の者（職員）を委員会に陪席させ意見を聴くことが

できる。 
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【資料等】 
④-5 教員養成運営組織図 
https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
 
４）FD･SD の実施状況 
【自己評価】A 

教員免許課程の科目を担当する教員が所属する音楽教育部会の FD 研修の一環として、部内におい

て企画立案がなされ、障害に関する基本的な事柄についての本学講師による講演会を開催した。 
 
 〇「音楽教育部会 FD 研修」開催次第  

1. 日 時  令和 5 年 9 月 11 日（月） 13：00～14：00  
2. 場 所 S314 教室 
3. 主 催 音楽教育部会 
4. 対象者 音楽教育コースに所属する教員免許課程の科目を担当する教員 

・教科および教科の指導法に関する科目の担当者 
・教育の基礎的理解に関する科目等の担当者 
・その他 音楽教育コースに関する科目の担当者 
当日参加者数 13 名 内動画視聴 5 名 

5. 日 程    
 (1)13：00～13：05 開会挨拶および講師紹介 

   (2)13：05～14：00 講演 
     講師：根岸由香講師（本学非常勤講師）  
     演題：障害について知る：疑似体験を通して 
   (3)13 : 55～ 14：00 質疑応答   
      引き続き、音楽教育部会の審議・報告・事務連絡等を継続 
6. 研修の成果 

視覚障害および発達障害に関する基礎的な事柄や、キットを用いた視覚障害に関する疑似体験

を通じて多くの示唆を得ることが出来た。多くの教員が、視覚に障害を持つ学生が居る中で講

義を担当している状況にあり、実践的な内容を含むことから非常に有益であったとの声が挙が

った。次回以降も実践的な内容による研修を継続的に実施したい。会はオンライン、またはオ

ンデマンドでの開催方法の検討と併せて「教育の基礎的理解に関する科目等」担当者向け、教

科の指導法」担当者向けなど内容を細分化するなど検討したい。 
 
事務職員については SD の一環として、本学が所属している「都内私立大学教職課程事務担当者懇

談会」が開催する研究会等に適任者を派遣している。 
 
【資料等】 
④-６音楽教育部会 FD 研修資料 
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［授業科目レベル］ 
５）授業評価アンケートの実施状況 
【自己評価】A 

6 ページ「４）個々の授業科目の見直しの状況」に記載のとおり「授業評価アンケート」を実施し

て、個々の授業科目の改善と、教員の自己点検・自己評価等に活用している。 
 
【資料等】 
④-７授業評価アンケート集計結果 
https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/etc_information 
 
⑤ 情報公表 
［大学全体レベル］ 
１）学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）第 172 条の 2 のうち関連部分、教育職員免許

法施行規則第 22 条の 6 に定められた情報公表の状況 
【自己評価】A 

法令に定められた情報の公表については本学公式ウェブサイトにて行っている。 
 
【資料等】 
⑤-１教員の養成の状況 
https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
 
２）学修成果に関する情報公表の状況 
【自己評価】A 

学修成果に関する情報については以下の【資料等】「⑤-２卒業者の教員免許状の取得の状況に関す

ること」として毎年公表している。また、教員採用試験関連の講座を開講し、必要な能力を備えた学

生の育成を目指している。 
 
【資料等】 
⑤-２卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること 
教員の養成の状況／卒業者の教員免許状の取得の状況及び教員への就職の状況 

https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
⑤-３教員採用試験関連の講座 
教員の養成の状況／教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組 

https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
 
教員採用試験関連の講座の講座実績は以下のとおり。 
ア 教員を目指す人のための特別講座 
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各都道府県が実施する公立学校教員採用試験受験者（卒業生を含む）を対象として、「教職教養講

座」「音楽専門教養講座」「論作文講座」「実技講座」の 4 講座を開講している。令和 5 年度は以下

のとおり開講した。 
「教職教養講座」前期 7 回、後期 7 回 
「音楽専門教養講座」前期 7 回、後期 5 回 
「論作文講座」前期 7 回、後期 7 回 
「実技講座」前期 7 回、後期 8 回 

 
イ 教員採用 2 次試験対策講座 

都道府県が実施する公立学校教員採用試験の 1 次試験合格者（卒業生を含む）を対象として、「模

擬授業」「面接」「集団討論」「音楽実技」等の試験科目の対策のための講座を開講している。令和 
5 年度は、8 月中旬に 2 日間開講した。 

 
３）教員免許課程の自己点検・評価に関する情報公表の状況 
【自己評価】A 

本学の教員免許課程の自己点検・評価については、教員免許課程委員会において根拠となる資料や

データ等を示しつつ、わかりやすい自己点検・評価報告書を公表することとしている。 
 
【資料等】 
⑤-１教員の養成の状況 
https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
 
⑥ 教職指導（学生の受入れ・学生支援） 
［大学全体レベル］［学科等レベル］ 
１）教員免許課程を履修する学生の確保に向けた取組の状況 
【自己評価】A 

音楽学部は演奏学科および音楽総合学科において教員免許課程を履修することが可能であること。

また、本学では教育方針として「音楽芸術の研鑽」と「人間形成」を掲げ、これを礎として多くの卒

業生が教職に就いて活躍し、日本の音楽教育の発展に寄与してきたこと。そして、現在も約７割の学

生が教育職員免許状を取得していること。これらを踏まえた教員養成に関する情報提供を本学公式ウ

ェブサイトや大学紹介パンフレット等において行い、教員免許課程を履修する学生の確保に取り組ん

でいる。 
 
【資料等】 
⑥-１教員の養成の状況 
https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
 
２）学生に対する履修指導の実施状況 
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【自己評価】A 
教員免許課程委員会の委員長は音楽教育コース長が務め、同コースに所属する教員免許課程に関す

る科目の担当者とは学生の学修状況等に関して随時情報の共有を行っている。教員間の情報共有をよ

り活発なものとし、個々の学生の学修成果や適性に応じたより細やかな指導が行われるよう、「教員

免許課程履修カルテ」の電子化に向けた取り組みを進めている。 
 
３）学生に対する進路指導の実施状況 
【自己評価】A 

本学公式ウェブサイトにおける「本学の教員免許課程における情報の公表について」のウェブペー

ジにて「卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること」「本学教員採用情報」を毎年公表して、教

員免許取得希望の学生と教職志望の学生の参考となるよう指導している。また学務部就職課により、

教職セミナーの開催、教員採用試験対策の指導などを実施している。 
その他、同様に免許状の取得状況や教員採用情報を提供し、事務担当者による各種説明会や事前事

後指導等で進路指導を実施している。以上のように学生に教職への入職に関する情報を適切に提供す

るなど、学生のニーズに応じたキャリア支援体制が適切に構築されている。 
 
【資料等】 
⑥-２卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること 
教員の養成の状況／卒業者の教員免許状の取得の状況及び教員への就職の状況 

https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
⑥-３本学教員採用情報 
教員の養成の状況／卒業者の教員免許状の取得の状況及び教員への就職の状況 

https://www.musashino-music.ac.jp/guide/public_information/kyouinyosei 
 
⑦ 関係機関等との連携 
［大学全体レベル］ 
１）教育委員会や各学校法人との連携・交流等の状況 
【自己評価】A 

文化庁が主催する「芸術系教科等担当教員等研修」の事業に参加して、学習指導要領に即した学習

指導や教員養成、教育課題等に関する研修や情報の共有を行っている。また令和 5 年度より全日本音

楽教育研究会大学部会の本部校として、他大学と連携・協働して教員養成に関する内容を含む組織的

な研究活動に取り組み、教育課程の向上や学生指導への充実に反映させるよう努めている。教育委員

会との連携・交流については、具体化に向けた検討を図っている。また、10 ページ「FD･SD の実施

状況」に記載のとおり、教職に関する事務職員の SD の一環として、本学が所属している「都内私立

大学教職課程事務担当者懇談会」が開催する研究会等に適任者を派遣している。 
 
２） 教育実習等を実施する学校との連携・協力の状況 
【自己評価】A 

教育実習、介護等体験については、学務部学生課が実習を行う学校や施設等と連絡を取り、円滑で

適切な実施が行えるよう体制を整えている。学生には事前に実習校に赴き、状況に応じて学校行事や
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部活動に関わり、実習校の状況の把握や、教員および生徒との積極的な交流を行うよう推奨してい

る。また、教職員による教育実習校の訪問から得られた情報を共有し、次年度以降の実施の際に反映

させるようにしている。一部の学生においては、教育実習後も学校行事や部活動に関わり、より多く

の教育活動への体験の機会を得ることができる状況も見られる。 
 
３）学外の多様な人材の活用状況 
【自己評価】A 

演奏学科および音楽総合学科において必修科目となっている第 2 年次開講の「キャリアデザイン

（展開編）」では、数回に及ぶ講話の中に、教員として活躍している本学卒業生を講師として招き、

講演を通して教員で必要とされる資格・知識等についてより現実的かつ具体的な情報を学生に提供

し、理解を深める機会を設けている。また、教育実習の事前指導において、現職の音楽科教員や学校

長の経験者を講師として招き、講話等を通じて教科指導や生徒との関わり方などに関する実践的な事

柄についての理解を深めるとともに、教育実習に臨む心構えを整えさせている。 
 
【資料】 
教員免許課程委員会規則 
 
武蔵野音楽大学 教員免許課程委員会規則（抜粋） 
（設 置） 
第１条 武蔵野音楽大学（以下「本学」という。）に、本学学則第５条第４項第１号に規定する教員免
許課程の適切な運営を図るため、教員免許課程委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（委員会の組織） 
第２条 委員会は、次の委員で組織する。 
（１） 音楽教育コース長 
（２） 総務部長、学務部長、演奏部長、学科長 
（３） 本学の職員のうちから、学校法人 武蔵野音楽学園理事長（以下「理事長」という。）が委嘱す
る者 
（委員の任期） 
第３条 前条第３号に規定する委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 
（委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き、音楽教育コース長をもって充てる。 
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
（委員会の審議事項および議決事項の提議） 
第５条 委員会は、次の事項を審議する。 
（１） 課程の編成に関すること。 
（２） 授業改善方策の検討に関すること。 
（３） その他委員会が必要と認めること。 
２ 委員会で審議し決した事項は、本学運営委員会に提議する。 
（議 事） 
第６条 委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。 
２ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによ
る。 
（委員以外の出席） 
第７条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。 
（委員会事務の所管） 
第８条 委員会の事務は、学務部において行う。 
（規則の変更） 
第９条 この規則の変更は、学長が行う。 
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学務委員会規則 
 
武蔵野音楽大学 学務委員会規則（抜粋） 
（設 置） 
第１条 武蔵野音楽大学（以下「本学」という。）に、本学の学務に関する円滑な運営を図るために、
学務委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（委員会の組織） 
第２条 委員会は、次の委員で組織する。 
（１）学 長 
（２）副学長 
（３）学務部長 
（４）総務部長、演奏部長、図書館長、学務課長および広報室長 
（５）本学の職員のうちから、学校法人 武蔵野音楽学園理事長（以下「理事長」という。）が委嘱す
る者 
（委員の任期） 
第３条 前条第５号に規定する委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 
（委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。 
２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
（委員会の審議事項および議決事項の提議） 
第５条 委員会は、次の事項を審議する。 
（１）教育課程に関すること。 
（２）授業の運営に関すること。 
（３）試験および学業成績に関すること。 
（４）その他委員会が必要と認めることに関すること。 
２ 委員会で審議し決した事項は、本学運営委員会に提議する。 
（議 事） 
第６条 委員会は、委員総数の３分の２以上の出席をもって成立する。 
２ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによ
る。 
（委員会事務の所管） 
第７条 委員会の事務は、学務部において行う。 
（規則の変更） 
第８条 この規則の変更は、学長が行う。 
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